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1.適用範囲 1.適用範囲 1.適用範囲 1.適用範囲 

本仕様書は、周南市（以下、「発注者」という。）が発注する「平成２７年度歩行者

優先道路化検討業務委託」に適用するものとする。 

2.業務目的 2.業務目的 2.業務目的 2.業務目的 

  本業務は、銀座 1丁目交差点から徳山駅北口駅前広場との接続箇所までの区間（以

下「銀座通西側」という。）、新町地区の銀座通とＰＨ通りを結ぶ通り（以下「新町通」

という。）の現状把握及び課題整理を行い、最適な道路形状について検討、決定し、

同区間の道路の基本設計を行うものである。 

また、銀座通、銀南街、新町など周辺の路上駐輪に関する現状、課題を整理し、路

上駐輪場等の配置を決定し、駐輪規制区域の範囲などについて検討するものである。

本業務の対象範囲は、周南市中心市街地のうち銀座通、銀南街、新町を含む範囲を基

本とする（別途地図参照）。 

3.総則 3.総則 3.総則 3.総則 

  本参考仕様書に特段の定めがないものについては、山口県業務委託共通仕様書及び

周南市契約事務規則によるものとする。 

4.打合せ等 4.打合せ等 4.打合せ等 4.打合せ等 

業務を適正かつ円滑に実施するため管理技術者と監督職員は常に密接な連絡を取

り、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注

者が打合せ記録簿に記録し、相互に確認しなければならない。 

5.資料の貸与及び返却 5.資料の貸与及び返却 5.資料の貸与及び返却 5.資料の貸与及び返却 

(1)監督職員は、関係資料を受注者に貸与するものとする。 

(2)受注者は、貸与された関係資料等を丁寧に扱い損傷してはならない。一方、損傷し

た場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 

(3)受注者は、守秘義務が求められる資料については複写してはならない。 

6.成果品の提出 6.成果品の提出 6.成果品の提出 6.成果品の提出 

受注者は業務が完了した時は、設計図書に示す成果品を業務完了報告書と共に提

出し、検査を受けるものとする。 

(1)報告書 2 部 CD-ROM 1 枚 

(2)完成予想図(パース)A3 3 枚 

(3)その他必要なもの 1 式 

(4)報告書の電子媒体の形式は、Microsoft Office Word、Excel、PowerPoint 及び PDF

とする。 
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7.守秘義務 7.守秘義務 7.守秘義務 7.守秘義務 

  受注者は、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

8.業務内容 8.業務内容 8.業務内容 8.業務内容 

(1)基本事項の確認 (1)基本事項の確認 (1)基本事項の確認 (1)基本事項の確認 

既往資料等 

・徳山駅北口駅前広場・南口駅前広場及び南北自由通路基本計画 

・徳山駅前広場基本設計業務委託 

・周南市移動等バリアフリー基本構想 等 

(2)現状把握及び事前調査 (2)現状把握及び事前調査 (2)現状把握及び事前調査 (2)現状把握及び事前調査 

業務の目的を達成するために必要な事前調査を行い、過年度の資料などからの現

状分析を行う。 

(3)現状把握、課題整理及び道路幅員構成の検討 (3)現状把握、課題整理及び道路幅員構成の検討 (3)現状把握、課題整理及び道路幅員構成の検討 (3)現状把握、課題整理及び道路幅員構成の検討 

銀座通及び新町通について、現状把握、課題整理を行い、路上駐輪施設など必要

な道路付属物等を踏まえた最適な道路幅員構成の検討を行う。 

(4)道路幅員構成、縦横断の決定 (4)道路幅員構成、縦横断の決定 (4)道路幅員構成、縦横断の決定 (4)道路幅員構成、縦横断の決定 

上記の検討内容から銀座通西側及び新町通について、道路幅員構成及び道路縦横

断など各道路諸元について決定する。 

(5)対象地区における駐輪場の配置、管理方法の検討 (5)対象地区における駐輪場の配置、管理方法の検討 (5)対象地区における駐輪場の配置、管理方法の検討 (5)対象地区における駐輪場の配置、管理方法の検討 

上記の課題整理等、また、関連する諸計画（周南市中心市街地駐輪場整備計画等）

などを踏まえ、路上駐輪場の配置、管理方法等の検討を行う。 

(6)路上駐輪規制に関する検討 (6)路上駐輪規制に関する検討 (6)路上駐輪規制に関する検討 (6)路上駐輪規制に関する検討 

駐輪規制区域の範囲、規制方法、実施方法等の検討を行う。 

(7)銀座通地下道の利活用の検討 (7)銀座通地下道の利活用の検討 (7)銀座通地下道の利活用の検討 (7)銀座通地下道の利活用の検討 

   銀座通地下道の利活用について検討し、概算事業費を算出する。 

(8)検討委員会の設置・運営 (8)検討委員会の設置・運営 (8)検討委員会の設置・運営 (8)検討委員会の設置・運営 

上記項目を検討決定するにあたり、検討委員会を設置し、運営する。開催回数は

3回とする。委員の報償金等については、別に市において算出する。 

(9)基本設計図の作成 (9)基本設計図の作成 (9)基本設計図の作成 (9)基本設計図の作成 

   上記の検討を基に基本設計図面を作成する。（縮尺はＳ＝1/500～1/20 程度） 

(10)概算事業費の算出 (10)概算事業費の算出 (10)概算事業費の算出 (10)概算事業費の算出 

   銀座通西側及び新町通について、概算工事費を算出する。 

9.配置技術者資格 9.配置技術者資格 9.配置技術者資格 9.配置技術者資格 

   管理技術者及び照査技術者については、技術士（建設部門：都市及び地方計画また

は道路）またはシビルコンサルティングマネージャー（都市計画及び地方計画部門ま

たは道路部門）の資格保有者であること。 

10.その他の事項 10.その他の事項 10.その他の事項 10.その他の事項 

本仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、監督職員と協議の上、決定す

るものとする。 
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